
令和 7 年 6 月 1 日 から令和 8 年 3 月 31 日 まで

円

  令和　07　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

設 計 書 番 号
年度

07

（工事・業務）名 道路点検パトロール業務委託（緑区その２）

（工事・業務）箇所 相模原市　緑区一円　地内

（河川･路線･区域）名 緑区管内各路線

単 価 採 用 地 区 名 相模原

事 業 区 分 単費

工 期

設 計 金 額
（消費税除く）一金　日＠

基準工種 No.1

設 計 概 要 別紙のとおり

（起工･変更）理由

道路点検パトロール

 相模原市  



<支出科目>

　款

　項

　目

　目の細目

　節

<合併区分情報>

　合併処理設定 しない

区分　1

区分　2

区分　3

区分　4

区分　5

区分　6

区分　7

区分　8

区分　9

<全体金額情報>

当初官積算額 当初請負額(ｂ1) 今回変更官積算額 今回変更請負額 増減額

(ａ) 前回変更請負額(b2) (ｃ） (ｄ)＝(b1)/(a)×(c) (d)-(b1)or(b2)

  令和　07　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

備　　　考

業務費

業務価格

消費税等相当額

 相模原市  



施工管理費

　地質・土質調査業務(解析)

　港湾測量業務 技術経費率

　港湾磁気探査業務 技術経費率

単位 備考

  令和　07　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　当初　）

経
費
等
情
報

　設計業務

委託先／α、β

電子成果品作成費   

旅費交通費   

レ 　測量業務

安全費率   0.0%

電子成果品作成費   計上しない

旅費交通費   計上しない

　地質・土質調査業務

電子成果品作成費   

  

旅費交通費   

委託先／α、β

  

  

　業務委託
諸経費率   

技術経費率

　設計業務等標準積算基準書　適用年版   令和06年7月1日適用 

　資材等単価表　適用年版   令和07年4月1日基準

積
算
数
量
等
情
報

名称 採用数量

（その他情報欄）

 相模原市  



パ
ト
ロ

ー
ル

除
外

パトロール除外

↑
ｹﾞｰﾄ↑

パトロール除外パトロール除外

パトロール除外

道路点検パトロール業務委託(緑区その２)

緑土木事務所管内

津久井土木事務所管内

(県道511号)(県道515号)

(県道516号)

(県道521号)

(県
道

76
号

)



国 道
県 道

市道（緊急輸送路）

パトロール路線図（緑土木事務所管内）

愛川町境まで↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25



№ 項　　　目 数　量 単位 単価(円) 直接委託費
1 道路点検パトロール 133 日
2 道路点検パトロール（夜間） 20 日

委託価格
消費税相当額 10 ％
業務委託費計

概算設計



予定額
諸経費率＝ ％

数　量 単価(円) 直接委託費 諸経費(率) 諸経費 委託価格(万円止) 消費税相当額 業務委託費計 契約単価
Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ×Ｂ Ｄ Ｅ＝Ｃ×Ｄ Ｆ＝Ｃ＋Ｅ Ｇ＝Ｆ×0.10 Ｆ＋Ｇ Ｆ／Ａ

1 道路点検パトロール 133 日 100.00
2 道路点検パトロール（夜間） 20 日 72.31

契約単価算出表

No. 項 目 単位
単価比率(％)

(小数点第3位切捨)



№
1 道路点検パトロール (消費税は除く)

№ 項　　　目
1 道路点検パトロール
2 道路点検パトロール（夜間）

契約単価表

基準工種（１００％とする） 入札単価

比率（％） 契約単価（円）
100.00
72.31



単価表
SJ0020

          1 回

道路点検パト ロ ール（ 夜間）
当り

適用年版 T0704

第2003号

          （ 上段： 前　 回　 下段： 今　 回）４ 時間稼動

名　 　 　 　 　 　 　 称 数　 　 量 単　 　 価 金　 　 額 摘　 　 　 　 要単　 位

土木一般世話役

          0. 5

( R0125)

人

【 夜】

運転手( 一般)

          0. 5

( R0115)

人

【 夜】

ラ イ ト バン運転費

          0. 5

第2002号単価表( SJ0030)

ラ イ ト バン1. 5L

日

諸雑費( まるめ)

          1

( ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／回回

5-      -相模原市



単価表
SJ0010

          1 回

道路点検パト ロ ール（ 昼間）
当り

適用年版 T0704

第2001号

          （ 上段： 前　 回　 下段： 今　 回）

名　 　 　 　 　 　 　 称 数　 　 量 単　 　 価 金　 　 額 摘　 　 　 　 要単　 位

土木一般世話役

          1

( R0125)

人

運転手( 一般)

          1

( R0115)

人

ラ イ ト バン運転費

          1

第2002号単価表( SJ0030)

ラ イ ト バン1. 5L

日

諸雑費( まるめ)

          1

( ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／回回

単価表
SJ0030

          1 日

ラ イ ト バン 運転費
当り

適用年版 T0704

第2002号

          （ 上段： 前　 回　 下段： 今　 回）ラ イ ト バン1. 5L

名　 　 　 　 　 　 　 称 数　 　 量 単　 　 価 金　 　 額 摘　 　 　 　 要単　 位

ラ イ ト バン　 １ ５ ０ ０ Ｃ Ｃ

          8

( Z345100100)

運転１ 時間当り 　 ９ 欄

時間

ラ イ ト バン　 １ ５ ０ ０ Ｃ Ｃ

          1

( Z345110100)

供用１ 日当り 　 １ １ 欄

日

ｶﾞ ｿﾘﾝ

         21. 6

( Z006704001)

ﾚｷ゙ ｭﾗ-

L

諸雑費( まるめ)

          1

( ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／日日

4-      -相模原市



下位内訳書
AMA0010

          1 式

道路点検パト ロ ール（ 昼間）
当り

適用年版 T0704

（ 上段： 前　 回　 下段： 今　 回）

第2001号

名　 　 　 　 　 　 　 称 数　 　 量 単　 位 単　 　 価 金　 　 額 摘　 　 　 　 要

道路点検パト ロール（ 昼間）

          1 回

第2001号単価表( SJ0010)

合    計

          1 式 円／式

下位内訳書
AMA0020

          1 式

道路点検パト ロ ール（ 夜間）
当り

適用年版 T0704

（ 上段： 前　 回　 下段： 今　 回）

第2002号

名　 　 　 　 　 　 　 称 数　 　 量 単　 位 単　 　 価 金　 　 額 摘　 　 　 　 要

道路点検パト ロール（ 夜間）

          1 回

第2003号単価表( SJ0020)

４ 時間稼動

合    計

          1 式 円／式

3-      -相模原市



現 場 説 明 書 
 

委託名  道路点検パトロール業務委託（緑区その２） 
 
１．配布図書 
 ■ 委託設計書（表紙）     １式    ■ 位置図         １式  
 ■ 契約単価表         １式    □ 構造図         １式 
 ■ 仕様書           １式    ■ 現場説明書       １式  
 ■ 積算参考図書        １式 
  ※ 積算参考図書は、委託設計書(単価抜き)の下位内訳書、一位代価表が対象となります。 
２．入札価格及び契約方法 
（１）入札価格 

入札価格は、契約単価算出表の基準工種（道路点検パトロール）の経費を含んだ単位あ

たりの単価（ただし、消費税を除く。）です。 
（２）契約の方法 

この契約は、単価契約です。各工種の単価は、基準工種の入札価格を１００％として、

契約単価算出表の比率により算出し、円止めとします。また、契約にあたっては、概算設

計金額（消費税を含む。）に落札率を掛けたもの（以下｢発注上限額｣という。発注上限額

は万円止めとします。）の１０分の１以上の契約保証金を納付し、契約にあたっては、契

約単価表を付して契約を行うものです。なお、発注上限額は指示の限度額であり、確定金

額ではありません。そのため、本市の都合により、指示書に基づく契約金額の合計額が、

発注上限額に満たない場合が生じても、異議の申出又は損害賠償の請求をすることはでき

ません。 
３．施工の条件明示 

 ○指示順の着手とします。 
○パトロール回数（期間 令和７年６月１日～令和８年３月３１日 約１０ヶ月間） 

① 道路点検パトロール業務 
原則３日／週   パトロール時間 ８時間／日 

② 道路点検パトロール業務（夜間） 
原則２日／月   パトロール時間 ４時間／日  

   ③ その他、市監督員が指示するパトロール回数 
 
 
 

相模原市都市建設局土木部 



道路点検パトロール業務委託（緑区その２）仕様書 
 
第 1 条  適  用 
  本仕様書は、道路点検パトロール業務委託（緑区その２）（以下「本業務」という） 
 に適用する。 
第２条  目  的 
  本業務は、本市が管理する国道・県道・緊急輸送路を対象とした道路点検パトロー 

ルを実施し、道路損傷箇所の早期把握や落下物の除去を図ることで、安全且つ円滑な 
交通の確保と、効率的な維持修繕を図ることを目的とする。 

第３条  業務管理 
  委託契約書、設計図書、本仕様書、関係法規を遵守し、監督員の指示を受け正確に 

業務を実施しなければならない。 
  業務の実施にあたっては、仕様書に基づき監督員の指示及び承認を得て実施し、明 

記なき事項及び疑義が生じた場合は、速やかに協議の上、解決を図り、その指示に従 
うものとする。 

第４条  提出書類 
  本市の契約約款に定めるものを含め、下記の書類を提出しなければならない。 
（１）現場代理人届、業務計画書、道路点検パトロール業務委託要員証発行願（様式１） 
（２）業務計画書には、道路点検パトロールの経路、業務従事者の氏名及び資格、パト

ロール車の仕様、緊急連絡網、その他、本業務に必要な事柄を明記すること。 
（３）道路点検パトロール中に、道路維持のための措置を実施又は、落下物の処理を実

施した場合で緊急措置が必要な場合は、直ちに監督員に報告すること。 
（４）作業報告書（様式２,３）は週毎にまとめ、緑土木事務所管内と、津久井土木事務

所管内の２地区に仕分けをし、随時提出すること。 
（５）完了時には、業務完了届を提出すること。 
第５条  履行期間 

 本業務の履行期間は、令和７年６月１日より契約書に記載の日までとする。 
 原則として、道路点検パトロール（昼間）は、第８条第１項点検項目（１）～（５）

について、３回／週、道路点検パトロール（夜間）は、第８条第１項点検項目（４）

～（６）について、２回／月で対象路線を１回以上点検するものとする。 
第６条  対象路線 
  緑区管内各路線（別図のとおり） 
第７条  道路パトロール体制 
  道路点検パトロールに係る人員編成は、パトロール員 1 名、自動車運転手 1 名の 2 

名体制を基準とする。 
  パトロール員は、本業務遂行に必要な知識と経験を有する者とする。 
 
 
 



第８条  業務点検項目 
（１）舗装路面の損傷状況。 
（２）道路に付帯する構造物の損傷状況。 
（３）通行及び安全確保に支障となる街路樹・民地樹木・草等の状況。 
（４）落下物、障害物の有無。 
（５）降雨・雪・風など通行上支障となる事象の状況。 
（６）照明灯、ブリンカーライト等の状況 
（７）その他監督員が指示するもの。 
第９条  作業及び措置 
（１）道路点検パトロール中、路面の穴等、通行上支障となる箇所を確認した場合は、

直ちに応急修繕を施すこと。 
ただし、損傷が甚大で、軽易な作業では処理ができない場合は、保安施設を適切 
に設置して、緊急連絡網に従い監督員等に至急連絡すること。  

（２）道路点検パトロール中に、落下物及び障害物を確認した場合は、直ちに適切な処

理を行うこと。 
ただし処理が困難な物は、保安施設を適切に配置し、緊急連絡網に従い監督員等

に至急連絡すること。 
（３）道路内の工事現場において、保安施設の不備、警備員の未配置など、通行上支障 

となる箇所を確認した際には、至急監督員に報告すること。 
（４）その他、道路の不法占用など、通行上支障となる事柄を確認した場合は、至急監 

督員に報告すること。 
第１０条  道路点検パトロールを実施する際には、次の資機材などを携行すること。 
（１）管内地図・道路関係図面 
（２）携帯電話 
（３）測定器具類 
（４）カメラ 
（５）工具類（ハンマー・スコップ・ツルハシ・ノコギリ等） 
（６）保安器具（バリケード・セーフティコーン・ロープ・土のうなど） 
（７）照明灯（誘導灯、投光器など） 
（８）応急措置材（常温合材・凍結防止材） 
（９）その他、必要な機材貸与品 

第１１条  支給品・貸与品 
（１）前条（１）の道路関係図面は、本業務履行上必要なものは、貸与する。 

貸与された図書を、本業務に限り使用し、他の事柄に使用してはならない。また、 
本業務完了後には、返還すること。 

（２）前条（８）の応急資機材は、本市が支給する。 
支給を受ける際には、応急資材支給願（様式４）を提出すること。 

 
 



第１２条  安全対策 
（１）本業務に従事する者に対して、定期的に安全教育を実施するなど、安全意識の向 

上に努めること。 
（２）道路交通上、第三者への安全対策に十分配慮し、適切に本業務を履行すること。 

第１３条  沿道対応 
  本業務履行中に、沿道住民及び道路利用者などから、苦情などを受けた場合は、本 

市受託業務中であることを十分理解して、丁寧に対応すること。また、対応した内容 
については、監督員に報告すること。 

第１４条  環境への配慮事項 
  本業務において、以下の事項について配慮すること。 
（１）「相模原市環境方針」の趣旨を理解し、本業務の実施にあたっては、省資源、省

エネルギー、廃棄物の削減、環境法令の遵守に努めること。 
（２）本業務の実施においては、アイドリングストップを徹底すること。 

第１５条  その他 
  発注者から夜間及び休日昼夜間に緊急対応を指示することがある。精算については、 

その都度協議するものとする。 
第１６条  疑義 

 本業務履行中に疑義が生じた場合は、その都度協議すること。 



（様式１）

所在地

受注者 名 称

代 表

決

裁

令和　　年　　月　　日

相模原市長　あて

道路点検パトロール業務委託における要員証の発行をお願いします。

道路点検パトロール業務委託要員証発行願 

件　　　　　名

期　　　　　間

　道路点検パトロール業務委託（緑区その２）

　相模原市緑区一円　地内

　令和７年６月１日から令和８年３月３１日まで

上記のとおり届出がありました。（被証明者は裏面）

所長 担当課長

場　　　　　所

係 合　　　　　　　議 公印



（様式１）

番号 職名

被証明者

住所氏名 生年月日



（様式１） 
 
 
 
 
 

第 
 

号 

道
路
点
検
パ
ト
ロ
ー
ル
業
務 

委
託
要
員
証 

 
会
社
名 

 
 

氏
名 

 
 

 

年
齢 

 
 

 

右
は
、
相
模
原
市
長
よ
り
選
任
さ
れ
、
緑

区
管
内
の
道
路
点
検
パ
ト
ロ
ー
ル
業
務

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
。 

  

交
付
年
月
日 

令
和
七
年
六
月
一
日 

有
効
期
間 

 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

相
模
原
市
長 
 

  

一 

こ
の
証
票
は
委
託
パ
ト
ロ
ー
ル
の
時 

に
必
ず
携
帯
し
、
関
係
人
か
ら
請
求
が
あ 

っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。 
  

一 

本
証
は
他
人
に
貸
与
も
し
く
は
譲
渡

し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

一 

本
証
を
紛
失
し
た
と
き
は
す
み
や
か

に
報
告
し
、
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
。 

  
一 

本
証
は
不
要
に
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち 

に
相
模
原
市
長
に
返
納
す
る
こ
と
。 

 

 
印 



（様式２） 

 

   

月 日 月  日（  ） □午前 □午後  時  分 報告者  

作業箇所  路線名  

状 況： 

現状写真 完了写真 

現場位置図 

現場位置図 

No  道路パトロール緊急作業報告書  



（様式２） 

 

No  道路パトロール緊急作業報告書 

月 日 月  日（  ） □午前 □午後  時  分 報告者  

作業箇所  路線名  

状 況： 

現状写真 完了写真 

現場位置図 

現場位置図 



  （様式３） 
 

道路点検パトロール日誌（日常・夜間・休日・異常気象時） 

実施日 令和  年 月  日（  ） 天候  巡視時間 
午前  時  分 

～午後  時  分 

パトロール員  運転手  

出庫メーター  入庫メーター  

道路状態記号表 

A 路面の段差や穴 F ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ﾌｪﾝｽの破損 
 

K 不法占用や無許可工事 

B 占用工事の復旧段差 G 照明灯・ブリンカーライ

トの不良 
L 不法屋外広告物の掲示 

C 土砂の散乱 H 街路樹や草木による視界

不良 
Ⅹ その他 

D 法面や路肩のクラック Ⅰ 車両や不燃物の不法投棄 Ｙ  
異常なし 

E 側溝の破損・土砂堆積 J マンホール等の占用施設 
 

  

道路異常個所及び処置方法 

No 
開始時刻 路線名 

道路状況 措置方法 
終了時刻 場所 

１ 

    

  

２ 

    

  

３ 

    

  



  （様式３） 

４ 

    

  

５ 

    

  

６ 

    

  

７ 

    

  

８ 

    

  

９ 

    

  

10 

    

  

 



（様式４） 
 

応 急 資 材 支 給 願 
 

 

                       令和  年  月  日 
 
 
 
緑土木事務所長 様  
 
 
                 （会社名） 
 
                 （住 所） 
 
                 （氏 名）            
 
 
 次のとおり応急資材の支給を申請します。 
 

 
委託名 

 

 
 
 

 
契約工期 

 

 
 
 

 
品   名 

 

 
規 格 

 

 
単位 

 

 
数    量 

 

 
備  考 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 



（様式５） 
 

応 急 資 材 受 領 書 
 

 

                       令和  年  月  日 
 
 
 
緑土木事務所長 様  
 
 
                 （会社名） 
 
                 （住 所） 
 
                 （氏 名）            
 
 
 次のとおり、応急資材を受領しました。 
 

 
委託名 

 

 
 
 

 
契約工期 

 

 
 
 

 
品   名 

 

 
規 格 

 

 
単位 

 

 
数    量 

 

 
備  考 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 



 
 
 

工事現場における「市民等への対応」に係る特記仕様書 
 

 受注者は、工事施工において、下記の事項に十分留意し、市民及び周辺住民に適時、

適切な対応に努めなければならない。 
 
・ 交通誘導警備員は、市民等への挨拶、交通誘導方法、現場状況などを把握し、歩

行者と車両の安全通行に配慮すること。 
・ 工事作業帯や作業車両の配置、及び作業時間等については、道路使用許可条件等

を遵守すること。 
・ 作業員等の飲食、喫煙、休憩については、周辺住民に不快な感情を抱かせること

のないよう適切に行うこと。また、相模原市路上喫煙の防止に関する条例に留意

すること。 
 



 

 

相模原市環境方針 

 

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然

が共生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、

事務事業の実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進し

ます。 

 

１ 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施

に伴う環境負荷の低減を図ります。 

 

２ 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー

等利用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減

量化・資源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組みます。 

 

 

令和２年４月１日 

 

相模原市長 

 

【相模原市環境基本条例 基本理念】 
1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる自然と

調和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ継承していくこと

を目的として行うものとする。 
2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適正な管

理及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するこ

とを目的として行うものとする。 
3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。 
4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活を

将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進するものとする。 


